
八代市産婦健診の内容と受け方             

 
 

●受 診 時 期 出産後 2 週間頃(退院～出産後２１日以内  回数：1 回） 

 

●健 診 内 容 問診 診察 体重・血圧測定 尿検査 

    エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）保健指導 

 

●転出される方へ この受診票は、他市町村に転出した場合は使用できません。 

転出先の市町村で同様の産婦健診を行っているかご確認下さい。 

 

●受  診  場  所 原則として出産した産科医療機関 

 

八代市指定産科医療機関（産婦健康診査受診票が使用できる医療機関） 

医療機関名 住     所 電話番号 

片岡レディスクリニック 八代市本町 3-3-35 32-2344 

熊本総合病院 八代市通町 10-10 32-7111 

八代レディースクリニック 

（旧桑原産婦人科医院） 

八代市大手町 1-7-22 32-3405 

まつばせレディースクリニック 宇城市松橋町松橋 689-1 0964-34-0303 

 

 

 

八代市指定産科医療機関以外で出産される場合の 

費用の払い戻し方法 
 

1 医療機関に、次の 3 種類の書類を提出し、健診を受け、必要事項を記載してもらいます。 

・【八代市指定医療機関以外の産科医療機関の方へ】 

  ・産婦健康診査受診票(文字：あか) 

  ・八代市産婦健康診査費助成申請書 

 

2. 全額自己負担後に、払戻しの申請を行って下さい。(申請は代理の方でもできます。) 

申請期間    ：出産後１年以内  払い戻し上限額：5,500 円  

申請先     ：八代市健康推進課(3３-51１６)・八代市鏡保健センター(52-5277) 

申請時に必要な物：①産婦健康診査受診票(文字：あか) ②八代市産婦健康診査費助成申請書 

         ③母子健康手帳 ④領収書(原本)  ⑤印鑑  ⑥通帳(振込先確認のため)     

           

3 審査終了次第「助成決定通知」が届き、指定する口座に助成額が振り込まれます。 

 

 

産婦健診を実施しない産科医療機関もあるので、 

出産予定の産科医療機関にご確認下さい。 
 


